
積
み
上
が
っ
た
国
債
残
高
「１
０
０
０
兆
円
」
の

要
因
分
析
と
今
後
の
課
題

燿
ｍ
ｙ
Ｉ
颯
凩
は
進
な
な
く
ゃ

翁
臨
鰊

義
勒
鶴
馨
郡
鶴
爾
覆
目
指
懺

バ
ブ
ル
崩
壊
後
に

「大
型
金
融
破
綻
」
「り
ｉ
マ
ン
シ
ョ
ツ
ク
」
「
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
」
と
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
悪
化
を
重
ね
て
き
た
日
本
の
国

家
財
政
。
こ
の
３
年
間
の
コ
ロ
ナ
禍
へ
の
対
応
で
、
財
政
悪
化
は
さ
ら

に
加
速
し
て
お
り
、
２
０
２
２

（令
和
４
）
年
度
末
に
は
つ
い
に
普
通

国
債
残
高
が
１
０
０
０
兆
円
に
達
し
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
１
８
０
％
を
超
え
た
。

筆
者
は
、
本
誌
２
０
０
１
年
８
月
２０
日
号

ｏ
２７
日
号
に
、
本
邦
で
初
め

て
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス

（Ｐ
Ｂ
）
の
推
移
に
着
目
し
て
財
政
構
造

分
析
を
行
っ
た

「プ
ラ
イ
マ
リ
ー

・
バ
ラ
ン
ス
分
析
か
ら
み
た
財
政
構

造
悪
化
の
軌
跡
」
（上

・
下
）
を
寄
稿
し
、
そ
の
後
も
こ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
更
新
し
て
き
た
。
足
元
で
は
、
「防
衛
力
強
化
策
」
「少
子
化
対

策
」
と
い
う
新
規
政
策
が
、
そ
の
財
源
論
と
と
も
に
浮
上
し
、
悪
化
し

た
財
政
状
況
に
追
い
打
ち
を
か
け
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
日
本
の
財
政

に
つ
い
て
、
歳
入

・
歳
出
画
面
の
構
造
要
因
と
、
円
高

・
景
気
対
策
や

コ
ロ
ナ
禍
へ
の
対
応
と
い
っ
た
臨
時
要
因
に
分
解
し
、
Ｐ
Ｂ
の
推
移
を

時
期
別
に
分
析
し
た
上
で
、
今
後
の
課
題
を
探
っ
て
み
た
”
。

財
政
評
論
家

米
澤

潤

一

Ｐ
Ｂ
赤
字
額
と
利
払
い
費
の

合
計
分
が
増
え
る
国
債
残
高

ま
ず
、
予
算
の
収
支
構
造
を
計
数

に
基
づ
き
確
認
し
た

い

（図
表
１
）
。

２
０
２
３

（令
和
５
）
年
度
当
初
予

算
で
は
、
国
の
施
策
の
た
め
に
８９

・

５
兆
円
、
過
去
発
行
し
た
国
債
の
元

利
払

い
の
た
め
に
２４

・
９
兆
円
、
合

計
で
１
１
４

・
４
兆
円
の
支
出
が
予

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
財
源
と
な
る

税
収
等

（税
収
と
雑
収
入
）
は
７８

・

８
兆
円
に
過
ぎ
ず
、
不
足
す
る
３５

。

６
兆
円
を
新
た
な
借
金

（公
債
金
収

入
）
で
賄
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
歳
出
の
う
ち
既
往
債
務

の
元
利
払

い
分

（国
債
費
）
は
当
年

度
に
動
か
せ
な

い
過
去
の
ツ
ケ
に
当

た
る
か
ら
、
当
年
度
の
財
政
の
運
営

状
況
を
測
る
に
は
歳
出
か
ら
国
債
費

を
除
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

当
年
度
の
施
策
に
使
う
資
金

（基
礎

的
財
政
収
支
対
象
経
費
）
に
対
す
る

当
年
度
の
税
収
等
の
過
不
足
を
測
り
、

こ
れ
を

「
プ

ラ
イ

マ
リ
ー
バ
ラ
ン

ス
」
（
Ｐ
Ｂ
）
と

い
う
。
税
収
等

の

不
足
す
る
金
額
が

「
Ｐ
Ｂ
赤
字
」
で

あ
る
。
「
Ｐ
Ｂ
均
衡

（
Ｈ
ゼ
ロ
）
」
と

い
う
と
立
派
な
響
き
が
す
る
が
、
こ

れ
で
さ
え
、
民
間
企
業
で
い
え
ば
借

金
の
金
利
負
担
分
を
す
べ
て
追

い
貸

し
に
頼
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
、
Ｐ

Ｂ
が
均
衡
し
て
い
て
も
銀
行
の
債
務

者
区
分
な
ら
ば
破
綻
先
に
等
し
い
。

国
の
Ｐ
Ｂ
は
２３

（令
和
５
）
年
度
の

場
合
、

１０

。
７
兆
円
の
赤
字
と
な

っ
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て

い
る
が
、
そ
も
そ
も

１
９
６
５

（昭
和
４０
）
年
度
の
国
債
発
行
以
来
、

５８
年
間
の
う
ち
バ
ブ
ル
期
の
わ
ず
か

６
年
間
を
除

い
た
全
期
間
で
赤
字
と

い
う
悲
惨
な
状
況
に
あ
る
。

国
の
予
算
は
収
支
均
衡
し
て
い
る

た
め
、
言

い
換
え
る
と
毎
年
度
、
Ｐ

Ｂ
赤
字
額
と
国
債
費
の
合
計
分
だ
け

新
し
い
国
債
が
発
行
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
国
債
費
の
う
ち
利
払

い

費
分
は
国
債
残
高
を
増
加
さ
せ
る
が
、

元
本
償
還
分
は
既
往
国
債
の
残
高
を

減
ら
す
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
、
単

年
度
で
も
累
計
で
も

「
国
債
残
高
は

Ｐ
Ｂ
赤
字
額
と
利
払

い
費
の
合
計
額

分
だ
け
増
え
る
」
の
だ
。

Ｐ
Ｂ
均
衡
の
場
合
、
国
債
残
高
の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
上
昇
す
る
か
ど
う
か
は

名
目
金
利
が
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
よ

り
高

い
か
否
か
で
決
ま
る
。
小
泉
純

一
郎
内
閣
時
代
に
こ
れ
を
巡

っ
て
論

争
が
あ

つ
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
現

行
水
準
の
Ｐ
Ｂ
赤
字
が
続
く
な
ら
ば

Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
発
散
す
る
。

以
上
を
念
頭
に
置

い
て
２
０
２
２

（令
和
４
）
年
度
末
の
国
債
残
高
の

発
生
要
因
を
示
し
た
の
が
図
表
２
で

あ
る
。
１
９
６
５

（昭
和
４０
）

年
度
以
来
、

５８
年
間
に
１
３
１

６
兆
円
の
国
債
が
発
行
さ
れ
た
。

そ
の
要
因
は
Ｐ
Ｂ
赤
字
額
の
累

計
が
５
９
１
兆
円
、
国
債
費
の

累
計
が
７
２
５
兆
円
で
あ
る
。

一
方
で
２
９
３
兆
円
の
国
債
が

償
還
さ
れ
て
い
る
の
で
２
０
２

２

（令
和
４
）
年
度
末
国
債
残

高
は
１
０
２
３
兆
円
で
あ
る
。

こ
の
１
０
２
３
兆
円
は
、
Ｐ
Ｂ

赤
字
額
の
累
計
５
９
１
兆
円
と

利
払

い
費
累
計
３
８
８
兆
円
の

合
計
で
ほ
ぼ
占
め
ら
れ
る
。
残

り
４４
兆
円
は
旧
国
鉄
債
務
の
承

継
分
な
ど

一
般
会
計
で
発
行
し

て
い
な
い
国
債
残
高
と
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
株
式
の
売
却
代
金
な
ど
予
算

外
の
収
入
で
補
填
し
た
国
債
償

還
分
な
ど
特
殊
な
要
因
の
集
積

で
あ
り
、
大
勢
に
影
響
が
な
い

の
で
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

Ｐ
Ｂ
赤
字
額
と
利
払
い
費
の
関
係

に
つ
い
て
、
国
債
残
高
累
増
に
伴

い

金
利
負
担
が
相
対
的
に
増
え
て
く
る

の
は
当
然

で
、

１
９
８
６

（
昭
和

６１
）
年
度
ま
で
Ｐ
Ｂ
赤
字
額
の
累
計

が
利
払

い
費
の
累
計
を
上
回

っ
て
い

た
が
、

８７

（昭
和
６２
）
年
度
に
利
払

い
費
の
累
計
が
逆
転
し
た
。
と
こ
ろ

が
２
０
１
２

（平
成
２４
）
年
度
に
は
、

Ｐ
Ｂ
赤
字
額

（３
２
７
兆
円
）
が
利

払

い
費

（３
１
０
兆
円
）
を
再
び
上

回
り
、
そ
の
後
、
両
者
の
開
き
が
加

速
し
て
い
る
。
国
債
残
高
が
幾
何
級

数
的
に
累
増
し
て
い
る
中
で
、
利
払

い
費
を
上
回
る
Ｐ
Ｂ
赤
字
を
続
け
て

い
る
の
は
危
機
的
な
状
況
だ
。

低
金
利
に
甘
え
た
放
漫
な

財
政
運
営
が
浮
き
彫
り
に

一

こ
の
Ｐ
Ｂ
赤
字
額
の
累
計
と
利
払

い
費
の
累
計
の
推
移
を
時
期
別
で
た

ど
る
と
、
時
々
の
財
政
運
営
状
況
が

浮
き
彫
り
に
な
る

（図
表
３
）
ｃ
時

期
の
区
切
り
方
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

本
稿
で
は
、
財
政
運
営
に
関
係
す
る

大
き
な
出
来
事
の
節
目
ご
と
に
六

つ

の
時
期
に
区
分
す
る
。

具
体
的
に
は
、
Ｉ
期
を
国
債
揺
藍

期
か
ら

「
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ツ
ク
」
や

〔図表 1〕 2023(令和5)年度当初予算に即したプライマリーバランス
(単位 兆円)

プライマ リーバランスP=A― B=D― C

(注 )国債費元本償還には交付公債分を除く.

(出所)財務省資料から筆者作成 (図表 2～ 5も 同じ)。

〔図表2〕 2022(令和 4年 )度補正後 までの国債残高増加要因の分析
(単位 兆円)

突合
44

(注)国債残高は借換債の前倒し発行分を除く (図表 3～ 5も 同じ)。

歳入 歳 出

税収 。雑収入 (A) 78.8

(プ ライマリーバランス赤字)(P)

基礎的財政収支対象経費
=当年度の施策に使うお金 (B)

89.5

▲10.7
公債金収入

=新たな借金 (C)
35.6 国債費=既往債務の元利払い (D)

(う ち利払い費8.5 元本償還16.4)
24.9

合計 114.4 合計 114.4

国債発行額累計
1,316

PB赤字累計
591

国債費累計
725

PB赤字累計
591

利払い費等累計
388

債務償還費累計
337

国債残高増加
1,023

償還
293

PB赤字累計
591

利払い費等累計
388

(PB赤字累計の内訳)

当初予算計 L
356

決算悪化
235
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〔図表 3〕

(注 )[]内 は年平均額を示す ]

時期別の国債残高増加要因の分析

21

[6.7]

(単位 兆円)

[10.8]

「
昭
和
５０
年
大
不
況
」
、

さ
ら
に
は
積
極
財
政
に
よ

る
内
需
拡
大
策
で
世
界
経

済
を
牽
引
す
る

「
日
本
機

関
車
論
」
の
浮
上
、
大
平

正
芳
首
相
が
掲
げ
た

一
般

消
費
税
構
想
の
挫
折

へ
と

続

く

１
９
７
９

（
昭
和

５４
）
年
度
ま
で
の
１５
年
間

と
す
る
。
Ⅱ
期
は
増
税
な

き
財
政
再
建
か
ら
バ
ブ
ル

期
を
経
て
バ
ブ
ル
崩
壊
が

始
ま
る
９２

（平
成
４
）
年

度
ま
で
の
１３
年
間
。
Ⅲ
期

は
バ
ブ
ル
崩
壊
時
の
前
半

で
公
共
事
業
中
心
の
景
気

対
策
に
走

っ
た
９７

（平
成

９
）
年
度
ま
で
の
５
年
間

で
あ
る
。
Ⅳ
期
を
９７

（平

成
９
）
年
秋
の
大
型
金
融

破
綻
を
引
き
金
に
日
本
経

済
の
底
が
抜
け
た
よ
う
な

不
況
に
陥

っ
た
９８

（平
成

１０
）
年
度
か
ら
、
金
融
シ

ス
テ
ム
再
生
完
了
後
し
ば

ら
く
好
調
だ

っ
た
２
０
０

７

（平
成
１９
）
年
度
ま
で

の
１０
年
間
と
設
定
ｃ
Ｖ
期

は
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ツ
ク
か

ら
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
経
て

コ
ロ
ナ
禍
前
の
１９

（令
和
元
）
年
度

ま
で
の
１２
年
間
。
そ
し
て
直
近
Ⅵ
期

を
２０

（令
和
２
）
～
２２

（令
和
４
）

年
度
の
コ
ロ
ナ
禍
の
３
年
間
と
し
た
。

国
債
残
高
の
累
積
が
な
い
Ｉ
期
は
、

利
払

い
費
が
無
視
で
き
る
水
準
に
と

ど
ま

っ
て
い
る
た
め
、
ま
ず
注
目
す

べ
き
は
Ⅱ
期
だ
。
こ
の
時
期
に
は
Ｐ

Ｂ
黒
字
の
年
が
６
年
あ
る
。
Ｐ
Ｂ
黒

字
額

の
累
計
か
ら
Ｐ
Ｂ
赤
字

の
年

（７
年
間
）
の
累
計
を
差
し
引
い
た

額
は
マ
イ
ナ
ス
２
兆
円
に
と
ど
ま
り
、

ほ
ぼ
均
衡
し
て
い
た
。
Ⅱ
期
の
後
半

に
バ
ブ
ル
税
収
の
恩
恵
も
受
け
て
い

る
が
、
そ
の
前
半
に
血
の
に
じ
む
よ

う
な
歳
出
削
減
努
力
が
功
を
奏
し
た

点
が
大
き

い
。

と
は
い
え
、
黒
字
が
最
大
だ

っ
た

１
９
９
１

（平
成
３
）
年
度
で
も
黒

字
幅
は
利
払

い
費
を
下
回
り
、
国
債

残
高
は
増
加
し
た
。
国
債
残
高
が
絶

対
額
で
減
少
し
た
こ
と
は

一
度
も
な

い
。
金
利
が
高
水
準
に
あ

っ
た
あ
お

り
を
受
け
て
利
払

い
費
は
１
１
８
兆

円
に
達
し
、
国
債
残
高
は
１
２
０
兆

円
増
え
て
３
倍
に
な

っ
た
。
国
債
残

高
が
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
１
８
０
％
を
超
す
今

日
、
将
来
金
利
が
上
が
る
と
ど
う
な

る
の
か
を
想
像
す
る
と
背
筋
が
寒
く

な

っ
て
く
る
ｃ

特
に
問
題
と
な
る
の
は
Ⅲ
期
以
降

だ

（各
期
年
数
が
異
な
る
の
で
、
年

平
均
で
見
る
）
。
国
債
残
高

の
幾
何

級
数
的
累
増
に
も
か
か
わ
ら
ず
金
利

低
下
の
恩
恵
で
、
利
払

い
費
の
年
平

均
は
Ⅲ
期
１０

・
８
兆
円
、
Ⅳ
期
８

。

７
兆
円
、
Ｖ
期
８
兆
円
、
Ⅵ
期
６

。

７
兆
円
と
絶
対
額
で
減
少
し
て
い
る
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
Ｐ
Ｂ
赤
字
額
の

年
平
均
は
、
そ
れ
ぞ
れ
４

。
４
兆
円
、

１４

・
３
兆
円
、

１８

・
８
兆
円
と
急
増

し
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
前
か
ら
の
低

金
利
下
で
の
放
漫
な
財
政
運
営
が
明

ら
か
と
な
る
。

そ
こ
ヘ
コ
ロ
ナ
禍
が
襲

い
か
か
り
、

Ⅵ
期
は
Ｐ
Ｂ
赤
字
額
が
年
平
均
５３

・

１
兆
円

へ
と
急
激
に
膨
ら
ん
だ
。
リ

ー
マ
ン
シ
ョ
ツ
ク
や
コ
ロ
ナ
禍
の
よ

う
な
異
常
時
に
備
え
て
平
時
に
は
余

力
を
蓄
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か

っ
た
が
、
そ
れ
を
怠

っ
た
結
果
だ
。

こ
の
よ
う
に
Ｐ
Ｂ
赤
字
が
拡
大
す
る

財
政
が
持
続
可
能
な
は
ず
が
な
い
。

Ｍ
Ｍ
Ｔ
理
論
な
ど
異
論
も
あ
る
が
、

健
全
な
常
識
か
ら
見
て
も
明
ら
か
だ
。

構

造

要

因

と

臨

時

要

因

に

Ｐ
Ｂ
赤
字
を
分
解

次
に
Ｐ
Ｂ
赤
字
を
、
景
気
対
策
や

コ
ロ
ナ
禍
対
策
の
た
め
に
補
正
予
算

PB赤字累計
591

利払費等累計
388

他
44

12

2
118

[9.1]

22 [4.4] 54

143

[14.3]

87

[8.7]

225

[18.8]

96

[8]

159

[53.1]

令和 4年度補正後までの国債残高増加額累計 1,023 (参考)

国債残高/GDP
期首期末平均期

時期別内訳 (年 数)

国債残高増加額 (年 平均額)

昭和40～ 54年 (15年 間)

52 (3.5)リ ヒ11∫

12.500

55～平成 4年 (13年 間)

120 (9.2) リヒIII

31.096

Ⅲ
平成 5～ 9年 (5年間)

76(15.2)兆 円
43.296

Ⅳ
平成10～ 19年 (10年 間)

230(23)兆 円
74.1(I)6

V
平成20～ 令和元年 (12年 間)

321 (26.8) りLIIl
130.000

Ⅵ
令和2～ 4年補正後 (3年間)

180 (60)ソ L11]
170.500
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期 時期 当初→決算悪化 年平均

昭和40～ 54年 度 1.6 0.1

昭和55～ 平成 4年度 13.7 1.1

Ⅲ 平成 5～ 9年度 27.9 5.6

Ⅳ
平成10～ 19年度 29.6 3.0

(う ち平成10～ 14年度) 34 6.8

V
平成20～ 令和元年度 45.4 3.8

(う ち平成20～ 24年 度) 34.7 6.9

Ⅵ 令和 2～ 4年度補正後 117.3 39.1

総計 235.4 4.1

〔図表 5〕 平成・令和期35年間の当初予算増加額
(57.7兆円)の主要経費別内訳

(単位 兆円)

地方交付税等
5.5

(注 )そ の他11.9兆 円の内訳は、コロナ禍等予備費5.0兆円、
資金繰 り入れ3.4兆円を含む防衛費6.5兆円,文教0.5兆円
公共事業その他マイナス0.1兆 円である。

〔図表4〕 当初予算から決算にかけて悪化した
PB赤字の時期別内訳

(単 位 兆円)

が
組
ま
れ
た
こ
と
で
発
生
し
た
臨
時

要
因
と
、
当
初
予
算
か
ら
存
在
す
る

構
造
要
因
と
に
分
解
し
た
上
で
、
ま

ず
は
臨
時
要
因
の
中
味
を
分
析
し
て

み
た
い
。
図
表
２
の
左
下
に
示
し
た

と
お
り
、
累
積
Ｐ
Ｂ
赤
字
額
の
５
９

１
兆
円
は
、
当
初
予
算
か
ら
予
定
さ

れ
て

い
た
３
５
６
兆
円

（構
造
要

因
）
と
、
当
初
予
算
か
ら
決
算
に
か

け
て
悪
化
し
た
２
３
５
兆
円

（臨
時

要
因
）
に
分
解
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、

決
算
に
か
け
て
の
悪
化
は
景
気
悪
化

等
に
よ
る
税
収
の
減
収
と
補
正
予
算

で
の
歳
出
追
加

（対
策
）
の
合
計
に

な
る
。
意
外
な
こ
と
に
税
収
の
変
化

は
５８
年
間
で
通
算
す
る
と
わ
ず
か
７

兆
円

の
減
収

に
と
ど
ま

っ
て
お
り

（注
１
）、
累
計
で
の
悪
化
の
ほ
と
ん

ど
が
景
気
等

へ
の
対
策
と
し
て
の
歳

出
の
追
加
が
占
め
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
臨
時
要
因
を
時
期

別
に
示
し
た
の
が
図
表
４
で
あ
る
。

危
機
ご
と
に
お
け
る
財
政
面
で
の
対

応
の
大
き
さ

（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
）

が
分
か
る
。
年
平
均
で
見
る
と
、
バ

ブ
ル
崩
壊
前
半
の
５
年
間

（Ⅲ
期
）

が
年
５

・
６
兆
円
、
大
型
金
融
破
綻

後
の
５
年
間

（Ⅳ
期
の
前
半
）
が
年

６

・
８
兆
円
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ツ
ク

後
の
５
年
間

（Ｖ
期
の
前
半
）
が
年

６

・
９
兆
円
と
対
策
規
模
が
切
り
上

が
り
な
が
ら
慢
性
的
に
悪
化
し
て
い

る
。
そ
こ

ヘ
コ
ロ
ナ
禍

の
３
年
間

（Ⅵ
期
）
で
３９

。
１
兆
円
と
５
倍
以

上
に
膨
れ
上
が
り
、
合
計
で
２
３
５

兆
円
を
超
え
る
国
債
残
高
が
累
積
し

た
。
厳
密
に
い
え
ば
財
政
法
違
反
の

補
正
追
加
も
多

い
。

財
政
悪
化
の
構
造
原
因
は

社
会
保
障
費
と
地
方
交
付
税
等

も
う

一
方
の
構
造
要
因
は
、
要
す

る
に
毎
年
度
の
恒
常
的
な
歳
出
に
対

す
る
税
収
等
の
不
足
だ
か
ら
、
何
に

着
目
す
る
か
は
見
る
人
に
よ

っ
て
判

断
が
分
か
れ
よ
う

（注
２
）。
た
だ
、

２３

（令
和
５
）
年
度
当
初
予
算
の
う

ち
約
７
割
を
占
め
る
社
会
保
障
費
、

国
債
費
と
地
方
交
付
税
等

（地
方
交

付
税
と
特
例
交
付
金
）
の
３
経
費
は
、

１
９
８
８

（昭
和
６３
）
年
度
か
ら
２

０
２
３

（令
和
５
）
年
度
ま
で
の
当

初
予
算
の
増
加
額
の
８
割

（
コ
ロ
ナ

禍
等
の
予
備
費
５
兆
円
と
防
衛
資
金

の
繰
り
入
れ
３

・
４
兆
円
を
除
け
ば

ほ
ぼ
全
額
）
を
占
め
て
い
る

（図
表

５
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と

も
平
成
期
以
降
に
つ
い
て
は
、
社
会

保
障
費
と
地
方
交
付
税
等
に
財
政
悪

化
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自

然
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
こ
の
両
経
費
と
税
収
の
関

係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず

社
会
保
障
費
と
税
収
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
予
算
総
則
で
消
費
税
の
使
途

と
定
め
ら
れ
て
い
る
経
費

（現
在
で

は
年
金
、
医
療
、
介
護
、
少
子
化
対

策
の
４
経
費
）
の
う
ち
、
消
費
税
収

中
の
国
の
取
り
分

（消
費
税
収
か
ら

地
方
交
付
税
に
回
る
分
を
除
い
た
も

の
）
で
不
足
す
る
金
額
を
構
造
要
因

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
４
経

費
が
消
費
税
の
使
途
に
法
定
さ
れ
た

１
９
９
９

（平
成
Ｈ
）
年
度
以
降
の

累
計
を
見
る
と
、
４
経
費
の
累
計
４

５
８
兆
円
に
対
し
、
国
の
取
り
分
の

消
費
税
収
累
計
が
２
３
９
兆
円
で
、

差
し
引
き
２
１
９
兆
円

（４８
％
）
の

不
足
と
な

っ
て
い
る
。

地
方
交
付
税
等
と
税
収
の
関
係
に

つ
い
て
は
、

８８

（昭
和
６３
）
年
度
に

２４

・
２
％
で
あ

っ
た
地
方
交
付
税
の

一
般
会
計
税
収
総
額
に
対
す
る
割
合

が
８９

（平
成
元
）
年
以
降
の
年
平
均

で
２９

。
７
％
に
ま
で
上
昇
し
て
い
る
。

途
中
年
度
で
は

一
時
３２
％
に
も
達
し

た
。
国
の
Ｐ
Ｂ
が
大
幅
な
赤
字
と
な

っ
て
い
る
な
か
、
地
方
の
Ｐ
Ｂ
は
平

均
し
て
若
干
の
黒
字
と
な

っ
て
い
る

こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
地
方
交
付
税

その他

11.9

社会保障費
26.5

国債費
13.8
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等
も
国
の
Ｐ
Ｂ
赤
字
の
構
造
要
因
と

見
な
せ
よ
う
。
実
際
に
、
地
方
交
付

税
等
が
８８

（昭
和
６３
）
年
度
の
水
準

に
据
え
置
か
れ
た
ケ
ー
ス
と
実
績
を

比
較
す
る
と
、
実
績
が
累
計
で
９９
兆

円
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

参
考
ま
で
に
、
税
収
の
国
民
負
担

率

（国
民
所
得
比
）
の
推
移
を
た
ど

る
と
Ⅱ
期
に
１５

・
８
％
だ

っ
た
も
の

が
、
Ⅲ
期
１３

・
３
％
、
Ⅳ
期
０

・
４

％
、
Ｖ
期
１３

・
２
％
と
低
下
し
て
お

り
、
こ
の
間
の
税
収
が
、
所
得
税

・

法
人
税
の
減
税
先
行
や
消
費
税
の
増

税
の
遅
れ
、
経
済
低
迷
に
よ
る
税
収

の
自
然
減
と
相
ま

っ
て
、
社
会
保
障

費
や
地
方
交
付
税
等
の
膨
張
に
追

い

付

い
て
い
か
な
か

っ
た
こ
と
が
明
ら

か
だ
。
消
費
税
率
が
１０
％
に
引
き
上

げ
ら
れ
た
Ⅵ
期
に
よ
う
や
く
１６

・
６

％
に
上
昇
し
た
が
、
Ｐ
Ｂ
赤
字
の
構

造
的
水
準
は
な
お
高

い
。

過
去
の
反
省
を
踏
ま
え
た

五
つ
の
課
題
　
　
　
　
　
　
一

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
２
０
２
２

（令
和
４
）
年
度
国
債
残
高
１
０
２

３
兆
円
は
利
払

い
費
３
８
８
兆
円
と

Ｐ
Ｂ
赤
字
５
９
１
兆
円
に
由
来
す
る

（旧
国
鉄
債
務
承
継
等
４４
兆
円
を
除

く
）
も
の
で
、
そ
の
Ｐ
Ｂ
赤
字
５
９

１
兆
円
は
、
平
成
期
以
降
の
社
会
保

障
費

へ
の
消
費
税
収
不
足
２
１
９
兆

円
、
地
方

へ
の
超
過
流
入
９９
兆
円
と

い
う
二
つ
の
構
造
要
因
と
、
過
去
３

回
の
景
気
等
対
策
２
３
５
兆
円
で
ほ

と
ん
ど
説
明
で
き
て
し
ま
う

（残
り

約
４０
兆
円
は
昭
和
期
に
発
生
し
た
も

の
）
。
そ
の
う
ち
今
回
の
コ
ロ
ナ
対

策
が
１
１
７
兆
円
と
突
出
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
過
去
の
反
省

を
踏
ま
え
た
今
後
の
課
題
は
、
次
の

五
つ
の
と
お
り
だ
。

①
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ツ
ク
や
コ
ロ
ナ
禍

の
よ
う
な
危
機
は
、
長
い
間
に
必
ず

来
る
。
そ
れ
に
備
え
て
平
時
に
は
、

極
力
Ｐ
Ｂ
を
均
衡
に
近
づ
け
て
お
く

（望
む
べ
く
も
な
い
が
理
想
は
黒
字

に
す
る
）
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

危
機
が
去

っ
た
後
に
は
速
や
か
に
平

時
に
戻
す
。
慢
性
的
に
財
政
出
動
を

継
続
す
る
の
は
経
済
の
活
力
を
そ
ぐ

だ
け
だ
。

②
そ
の
危
機
時
に
も
財
政
出
動
の
中

味
は

「賢

い
支
出
」
（ユ
∽①
∽０
８
己
‐

〓
¨
）
で
あ
る
べ
き
で
、
惰
性
や
バ

ラ
マ
キ
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

③
今
後
、
少
子

。
高
齢
化
が

一
層
進

む
社
会
の
中
に
あ

っ
て
、
社
会
保
障

費
の
さ
ら
な
る
増
加
は
避
け
ら
れ
ず
、

消
費
税
の
増
税
も
含
め
た
受
益

。
負

担
両
面
の

一
体
的

・
整
合
的
な
適
正

化
が
必
須
で
あ
る
。

④
地
方
交
付
税
等
の
水
準
を
国
と
地

方
の
財
政
状
況
に
即
し
て
見
直
す
必

要
が
あ
る
。

⑤
以
上
を
踏
ま
え
、
国
の
財
政
の
現

状
と
展
望
を
、
無
責
任
な
楽
観
論
に

惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
正
確
に
把
握

し
た
上
で
、
低
金
利
に
甘
え
た
こ
れ

ま
で
の
財
政
運
営
の
仕
方
か
ら

一
刻

も
早
く
脱
し
、
Ｐ
Ｂ
の
均
衡
を
目
指

す
べ
き
で
あ
る
。

最
後
に
、
昨
近
話
題
と
な

っ
て
い

る
防
衛
力
強
化
策
と
少
子
化
対
策
の

財
源
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

ど
ち
ら
も
ま
ず
支
出
あ
り
き
で
、
遅

れ
て
財
源
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

無
責
任
な
国
債
増
発
論
よ
り
ま
し
だ

が
、
そ
の
財
源
論
な
る
も
の
の
前
提

は
、
財
政
の
現
状
を
是
認
し
て
新
規

施
策
の
財
源
を
新
し
い
財
源

（そ
れ

も

一
部
国
債
増
発
の
含
み
が
あ
る
）

に
求
め
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
新
し
い
財
源
が
あ
る
な
ら

ば
、
ま
ず
現
状
の
是
正
に
充
て
る
べ

き
で
あ
り
、
新
規
施
策
が
財
源
を
先

取
り
す
る
議
論
の
進
め
方
自
体
が
お

か
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（注
）
１
　
年
度
ご
と
に
見
る
と
税
収
の
増

減
は
変
動
が
激
し
く
、
増
収
の
最
高

は
２
０
２
１

（令
和
３
）
年
度
の
９

。
６
兆
円
、
減
収
の
最
高
が
“

（平

成
”
）
年
度
の
９

。
３
兆
円
と
な
っ

て
い
る
。
増
収
年
度

（関
年
間
）
の

増
収
累
計
が
る
兆
円
、
減
収
年
度

（２２
年
間
）
の
減
収
累
計
が
部
兆
円

で
あ
る
。
減
収
年
度
は
そ
の
不
足
分

の
穴
埋
め
の
た
め
の
国
債
発
行
が
必

要
と
な
る
の
に
対
し
、
増
収
年
度
は

超
過
分
が
国
債
減
額
に
充
て
ら
れ
ず
、

余
剰
財
源
が
あ
る
と
い
う
理
由
で
歳

出
の
追
加
に
向
か
う
傾
向
が
あ
る
の

で
、
こ
の
よ
う
な
当
初
予
算
で
の
税

収
見
積
も
り
の
不
確
実
性
は
好
ま
し

く
な
い
。
こ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は

１
９
７
８

（昭
和
５３
）
年
度
の
税
収

年
度
区
分
変
更
措
置

（翌
年
度
税
収

の
取
り
込
み
）
に
よ
る
。

２
　
例
え
ば
、
森
田
長
太
郎

『政
府

債
務
』
第
６
章
を
参
照
。

一
よ
ね
ざ
わ
　
じ
ゅ
ん
い
ち
　
　
　
　
一

一
６３
年
東
京
大
学
法
学
部
卒
、
大
蔵
省

一

一

（現
財
務
省
）
入
省
。
主
計
局
主
計

一

一
官
、
理
財
局
国
債
課
長
、
同
局
次
長
、一

一
関
税
局
長
等
を
歴
任
。
退
官
後
日
本

一

一
銀
行
理
事
、
金
融
情
報
シ
ス
テ
ム
セ

一

一
ン
タ
ー
理
事
長
、
政
策
研
究
大
学
院

一

一
大
学
客
員
教
授
等
。
『国
債
膨
張

の

一

一
戦
後
史
』

（金
融
財
政
事
情
研
究
会
）
一

一
ほ
か
、
財
政
関
連
著
書
論
文
多
数
。
　
一
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